
地域医師会の結束力が試される

かかりつけ医機能報告

神奈川県医師会・秦野伊勢原医師会は
すべての会員に報告を

行っていただきたいと考えます

５ページ目までは必ず読んでください
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かかりつけ医機能報告制度の本来の目的は

①国民・患者に情報提供することにより、
    国民・患者がより適切な医療機関を選択することができること

② 地域の協議の場に状況を報告し、
地域で不足する機能を確保する方策を検討して、

地域医療の質の向上を図ること。

＜地域で不足する機能の例＞
・在宅医療（特に休日夜間対応）
・時間外診療
・入退院支援
・後方支援病床の確保

・感染症まん延時の外来対応 しかしながら…

一つの医療機関で全てを対応するのは困難
「地域を面で支える」視点が重要

【重要】
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財務省の言いがかり 日本医師会の反論

財務省の言いがかり

・かかりつけ医は、1つの医療機関で多くの疾患に対応するべき

・その機能を果たせる医療機関を認定し差別化すべき

日本医師会の反論

・財務省の方針が進むと、自由開業性やフリーアクセスも制限される懸念

→親子であっても継承できない可能性も！？

・複数の医療機関で連携して多くの疾患に対応している

・つまり地域全体でかかりつけ医機能を果たしている

・個々の医療機関を差別化するのは反対

【重要】
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日本医師会の反論を裏付けるために

・地域内のすべての医療機関が報告する必要がある

それにより地域を面で支えている

→地域としてかかりつけ医機能を果たしていると証明する

・報告している医療機関が少ないと

→財務省はかかりつけ医を制度化、認定制にすることが危惧される

認定制になれば、認定されない診療所の評価を下げると言っている

→保険診療の単価減額もありえる

報告を他人事として考えないで下さい

認定されたところは現状のまま
認定されないと１点８円などに減額…

【重要】
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報告の数が少ないと財務省は…

報告をしていない医療機関は

→行政や医師会からの周知に関心がない

→自分の医療機関のことしか考えていない

→地域を面で支えるつもりがない

→協調性がない

→「イザという時、患者を診ない」と財務省は判断する

かかりつけ医を制度化、認定制にして
認定されない診療所の評価を下げる可能性がある！

【重要】

5



更に深く知りたい方は
続きのスライドをご覧ください
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11月5日
財政審資料

財務省の目標

財務省は
ハシゴを外すのが得意

より強制力をもつ
社会主義制度へ
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自分には関係ない
めんどくさい

↓
全国の医療機関が
認定制度化される

↓
自由開業制×
自由標ぼう×

１号機能すら
報告していない
医療機関には

減算を公言している
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ベースアップ評価についても、
診療所への攻撃材料に使われる

「せっかく評価料を新設したのに
４割しか算定していないね」

↓
「やっぱり診療所は利益があって

潤ってるようですね」
↓

次はさらに締め付けよう！

財務省は常に同じ論法・論調で
医療界を攻撃する
財務官僚は

医療費削減を目論んでいることを
忘れてはいけない
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【重要】 かかりつけ医機能報告
報告しなかった場合は？

会員からの報告が少ないと、
かかりつけ医を「認定制」として、国に統制される改定が行われ
る可能性があります
その際にはおそらく診療報酬で医療界に対立を煽ります

神奈川県医師会では、2026年１月から2月に、
すべての会員に報告を行っていただきたいと考えます
（医師会から届出方法はお示します）

それが地域医療を守るために日ごろから活躍している医療機関の
立場を守ることになると信じています
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かかりつけ医機能報告について

○ 特定機能病院、歯科医業のみを行う医療機関等以外の（すべての）医療機関は

「かかりつけ医機能」を担いうる。

○ 「かかりつけ医機能」を担う医療機関の知事への報告は義務である。

【医療法】

第三十条の十八の四 地域におけるかかりつけ医機能を確保するために必要な病院又は診療所として厚生労働省令
で定めるもの（以下この条において「かかりつけ医機能報告対象病院等」という。）の管理者は、慢性の疾患を
有する高齢者その他の継続的な医療を要する者として厚生労働省令で定める者（第一号及び第二号において「継
続的な医療を要する者」という。）に対するかかりつけ医機能の確保のため、厚生労働省令で定めるところによ
り、次に掲げる事項を当該かかりつけ医機能報告対象病院等の所在地の都道府県知事に報告しなければならない
。 (以下略)

４ 第二項の規定による確認を受けたかかりつけ医機能報告対象病院等の管理者は、当該確認を受けた体制につい

て変更が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に報告しなければならない

。 （以下略）

６都道府県知事は、かかりつけ医機能報告対象病院等の管理者が第一項若しくは第四項の規定による報告をせず、

又は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該かかりつけ医機能報告対象病院等の開設者に対し、当該管理

者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができる。



【医療法施行規則】

第三十条の三十三の十五

法第三十条の十八の四第一項に規定する厚生労働省令で定める病院又は診療所は、次に掲げるもの以外の病院又

は診療所（以下「かかりつけ医機能報告対象病院等」という。）とする。

一 特定機能病院

二 歯科医業のみを行う病院又は診療所

三 刑事施設、少年院若しくは少年鑑別所又は入国者収容所若しくは地方出入国在留管理局の中に設け

られた病院又は診療所

四 皇室用財産である病院又は診療所

２ 法第三十条の十八の四第一項に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 慢性の疾患を有する高齢者

二 障害者

三 障害児

四 医療的ケア児

五 難病患者

六 前各号に掲げる者のほか継続的な医療を要する者

３ 法第三十条の十八の四第一項の規定による都道府県知事への報告（以下「かかりつけ医機能報告」という。）は
、当該都道府県知事が定める方法により、別表第八第二の項、第四の項及び第六の項に掲げる事項について、一年
に一回、一月一日から三月三十一日までの間に行うものとする。
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